
決算書掲載頁　81

内
訳

適正な給与制度の維持及び適正な給与支出

人事院勧告に準拠し、国家公務員や大阪府内各市の状況を勘案しながら給与水準の適正化に努める。また、人事評価
の給与への反映を全職員を対象に行う方向で検討する。
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の生活基盤の安定化が図られているため。A

職員の適正な給与制度を維持するととも
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直営 昭和47年度以前 地方自治法、地方公務員法、地方公務員等共済組合法

市職員約７００人

人事院勧告に準拠し、国家公務員や大阪府内各市の状況を勘案しながら給与水準の適正化に努める。また、人事評価
の給与への反映を全職員を対象に行う方向で検討する。
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事業：給与管理事業                         

生計費や国、他の地方公共団体、民間の給与等を考慮し、適正な給与水準の維持及び適正な給与執行に努めると

ともに、第４次行財政改革大綱や財政体質改善プログラムに沿って、給与制度の見直し等に取り組んだ。 

細事業：給与管理事業                        

１．給与制度の見直し 

(1) 国家公務員の給与制度に準じた改定 

① 平成２６年度にかかる改定 

ア．退職手当制度の改正 

      国家公務員の退職手当制度の改正に準じ、年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図る観点

から、これまでの勧奨退職等に替えて、新たに早期退職募集制度を導入するとともに、定年前早期退職

特例措置の割増率を拡充する改正を行った。 

(2) 給与の適正化に伴う改定 

  ① 平成２６年度にかかる改定 

ア．管理職手当の改正 

平成２６年４月実施の組織・機構改革により室が廃止されるとともに課長補佐が新たに設置されるこ

とから、職責及び職務に応じた、より適正な支給額とするよう管理職手当の改正を行った。 

(3) 特別職及び教育長の給与の減額 

① 財政の健全化に伴う減額措置 

平成１６年４月１日から継続して減額している特別職及び教育長の給料月額について、厳しい財政状況

を考慮し、引き続き減額を行った。減額期間は平成２８年８月２日まで。 

② 職員の不祥事に伴う減額措置 

本市において発生した生活保護費不正支出事件に対し、市民に混乱をもたらし市政への信頼を損なった

ことを厳粛に受け止め、管理監督者としての責任を明らかにすることを目的として、特別職及び教育長の

給料を平成２６年１月１日から平成２６年６月３０日までの間、上記①で実施している減額措置後の給料

月額からさらに１００分の３０の減額を行った。 

     （本則額）     （①減額措置）    （②不祥事に伴う減額措置） 

  ・市長  １００万円   →   ８５万円     →  ５９万５千円 

  ・副市長  ８３万円   →   ７４万７千円   →  ５２万２千９百円 

  ・教育長  ７３万円   →   ６５万７千円   →  ４５万９千９百円 

(4) 一般職の給与の減額 

   ① 財政の健全化に伴う減額措置 

ア．給料の減額 

      厳しい財政状況を考慮し、財政体質改善プログラムの一環として、平成２５年４月１日から平成２７

年３月３１日まで、一般職の職員の給料の平均５．６％の減額を行った。 

    イ．管理職手当の減額 

厳しい財政状況を考慮し、平成２０年４月１日から減額している一般職の職員の管理職手当について、

引き続き２６年３月３１日まで、１０％の減額を行った。 

２．旅費制度の見直し 

(1) 旅費の適正化に伴う改定 

   ①  平成２６年度にかかる改定 

     透明性を図り、より適正な制度とするため、宿泊料については１夜あたり１万２千円を上限とした実費

支給とするとともに、宿泊を伴う出張の際１日につき定額で支給していた日当を廃止する改正を行った。 


